
転入の手続きについて 
 
 
 

本校への転入が決まったら                              

① 在籍校へ転出することをお伝えください。 

在籍校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」を発行してもらいます。 

（最終登校日に渡されることが多いです。） 

 

② 本校へもご連絡ください。電話 03（3997）3277   

転入の日が確定していなくても構いません。 

事前に来校していただける場合は、来校日をお知らせください。 

必要書類をお渡しし、用意していただくもの等について説明いたします。 

 

 

転居されたら                                    

① 区役所で転入手続き（住民票を移す手続き）をした後、学務課で「入学通知書」を受け

取ってください。その際、「在学証明書」を確認するので、忘れずにお持ちください。 

 

② 「在学証明書」「教科書給与証明書」「入学通知書」の 3通をお持ちのうえ、事前にご連

絡の上、本校にお越しください。本校への転入の手続きをいたします。 

 

 

ご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。 

 

 

 

石神井小学校 副校長 

電話 03（3997）3277 

  


